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平成 17 年 12 月 9 日 

各  位 

 

会 社 名 テクノエイト株式会社 
代表者名 代表取締役社長 野村 貞郎 

  （コード番号 7288） 

問合せ先  常務取締役  山本 陽一郎 

電 話  0561－48－5311 

 

オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社による 

当社株式の公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

  

 オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社は、平成 17 年 11 月 11 日（金）

から平成 17 年 12 月 8 日（木）までの 28日間において当社株式に対し公開買付けを実施し

ておりましたが、その結果について、同社より別紙のとおり発表を行う旨の報告を受けま

したので、お知らせいたします。 

 

以 上 
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別紙 
平成 17年 12月 9日 

 
 
各 位 
 

東京都千代田区内幸町二丁目 2番 2号富国生命ビル 17階 
オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社 

代表取締役社長 大朏 直人 
 
 

公開買付けの結果に関するお知らせ 
 
当社は、平成17年 11月 10日開催の取締役会において、テクノエイト株式会社（以下「対象者」

といいます。）株式に対する公開買付けの開始を決議し、同月 11 日から実施してまいりましたが、
当該公開買付けが 12 月 8 日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして下記のとおり
お知らせいたします。 
 
 

記 
 

1. 公開買付けの概要（平成 17年 11月 10日公表） 
（1） 公開買付者の名称及び所在地  

オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社 
東京都千代田区内幸町二丁目 2番 2号富国生命ビル 17階 

（2） 対象者の名称 
テクノエイト株式会社 

（3） 買付けを行った株券等の種類  
普通株式 

（4） 公開買付期間 
平成 17年 11月 11日（金曜日）～平成 17年 12月 8日（木曜日）の 28日間 

（5） 買付価格  
1株につき金 550円 
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2. 公開買付けの結果 
（1） 応募の状況 

買付予定株式総数 8,008,000株 
 買付予定株式数 8,008,000株 
 超過予定株式数 －株 
応募株式の総数 10,882,000株 
買付株式の総数 10,882,000株 

（2） 公開買付けの成否 
 

応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数

370件 10,882,000株 10,882,000株 0株
応募株式の総数（10,882,000株）が買付予定株式総数（8,008,000株）を超えました
ので、公開買付開始公告（平成 17年 11月 11日に関東財務局へ提出）及び公開買
付届出書（平成 17年 11月11日に関東財務局へ提出）に記載のとおり、応募株式の
すべての買付けを実施致します。 

 

（3） あん分比例方式により買付けを行う場合の計算方法 
該当事項はありません。 

 

（4） 買付実施後の所有株式数および所有割合 
買付前の所有株式数 1,000株 （所有割合 0.01%） 
買付後の所有株式数 10,883,000株 （所有割合 90.77%） 
（注） 所有株式数の比率は 11,989,284株（平成 17年 3月 31日現在の対象者の

発行済株式総数 12,013,150株から対象者が保有する自己株式 23,866株
を除いたもの）を基準に算出しております。 

 

（5） 買付けに要する資金 5,985百万円 
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3. 決済の方法および開始日 
（1） 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称および本店の所在地 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 9番 1号 
 

（2） 決済の開始日 平成 17年 12月 15日（木曜日） 
 

（3） 決済の方法 
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等 
（外国人株主の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行 
います。買付けられた株券に係る売却代金は、応募株主等の指示により決済の開始 
日以降遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ返金するか、公 
開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 
名 称 オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社 
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目 2番 2号富国生命ビル 17階 
 
名 称 株式会社ジャスダック証券取引所 
所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5番 8号 

 

5. 今後の見通し 
当社は、産業活力再生特別措置法に基づく経営資源再活用計画の主務大臣による認定を

取得することを前提にしており、本公開買付けで取得できなかった残りの株式については、同法

第 12条の 9及び第 12条の 4第 2項に基づいて金銭交付による簡易株式交換を実施する予
定です。かかる株式交換により、対象者は当社の完全子会社となり、この場合、対象者の株券は、

ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となりま

す。 
 

以上 
 
 
 
 


